
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インターネット通販で、「注文したのに商品が届かない」「届いた商品が偽物だった」

「販売業者と連絡が取れなくなった」「注文後に偽通販サイトだったことに気づいた」

などの「偽通販サイト」に関する相談が、全国の消費生活センター・相談窓口に寄せ

られています。 

 偽サイトには見分けるポイントがあります。以下の特徴を知り、少しでも怪しいサ

イトは利用しないようにしましょう。 
 

【偽サイトのチェックポイント】 

・サイトの URL表記がおかしい 

・日本語の字体、文章表現がおかしい 

・販売価格が大幅に割引されている 

・事業者の住所の記載がない・住所が虚偽 

・事業者への連絡方法が、問合せフォームやフリーメールだけ 

・支払い方法が銀行口座等への前払いのみ、代金引換サービスのみなど、限定され 

ている 

 ・通販サイト内のリンクが適切に機能しない 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月発行 第 120号 

 

消費生活情報版 

兵庫県丹波消費者センター（丹波の森公苑内） 

〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原 5600（TEL 0795-73-0690） 

偽サイトに気をつけよう！ 

 

「スマホの SMS に『７億円当選した』という通知が届いた。受領するための手続き

だと言われ、様々な名目の費用を請求され、これまでに電子マネーで 150 万円ほど支

払ったが、いつまでたっても当選金は振り込まれない」 

これは、「当選詐欺」と呼ばれる詐欺の手口です。 

申し込んでいないのに、宝くじや懸賞に当選することはありません。大金が当選し

たといったメールや SMS が届いても、うのみにせず無視をして、相手には絶対連絡を

してはいけません。 

「当選金を受け取るため」などと言って事前にお金を請求されたら、詐欺です。 

高齢者が狙われ、被害が発生しています。周囲の人は、高齢者に変わった様子がな

いか、日頃から気を配りましょう。 

怪しいメールにご用心！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【啓発・出前講座等の問合せ】 丹波消費者センター（丹波の森公苑内） 

ＴＥＬ：０７９５－７３－０６９０ 

【消費者トラブルの相談窓口】 丹波篠山市消費生活センター(市役所内) 

ＴＥＬ：０７９－５５２－１１８６ 

               丹波市消費生活センター(市役所内) 

ＴＥＬ：０７９５－８２－０９９６ 

 

令和４年度の消費者のつどい（生活設計啓発講習会）を、３月４日（土）に開催し

ました。 

 兵庫県消費者団体連絡協議会と「ひょうご消費者教育応援協定」を締結している 

県立氷上高等学校の美術部へ依頼した啓発イラストのお披露目、丹波消費者団体連

絡協議会理事による啓発朗読劇「知っていますか？エシカル消費」の披露、そして

C・キッズ・ネットワークの南雲智子氏による「SDGｓな商品選び～グリーンコンシュ

ーマーになろう」と題した基調講演が行われました。 

氷上高校美術部の啓発イラスト 丹消連理事による啓発朗読劇 

ワークショップを交えた南雲氏の講話 ワークショップの課題に挑戦する参加者 


